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平成２１年５月２７日 

 

特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示について 
 

経済産業省は、いわゆる出会い系サイト等役務提供の通信販売業者である有限会

社リーテックシステムズ（東京都千代田区）に対し、特定商取引法の違反行為であ

るオプトイン規制違反（承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止）

等を認定し、本日付で、同法第１４条第１項に基づき、同社のサイト上に同社の代

表者を正確に表示するとともに、同社の通信販売に係る電子メール広告をする場合

は、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得るよう業務の改善を指示しま

した。 

 

１．有限会社リーテックシステムズ（以下「同社」という）は、いわゆる出会い系サイ

トを運営しており、そのサイトについての電子メール広告をするにあたり、そのサイ

ト上に同社の代表者を正確に表示せず、また、事前にその相手方となる者から請求又

は承諾を得ずに、その相手方となる者に対し電子メール広告を送信していました。 

 

２．同社の運営する出会い系サイト「愛の力」のＵＲＬが記載された電子メール広告は、

平成２１年１月１０日から同年４月２４日までの間に１００件以上確認されています。 

 

３．このため、同社の行うこれら電子メール広告は、特定商取引法第１１条及び第１２

条の３第１項の規定に違反し、さらに同違反行為が一方的かつ継続的に行われている

ものと認められ、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の

利益が害されるおそれがあると認められることから、経済産業省は同社に対し、同社

のサイト上に同社の代表者を正確に表示するとともに、同社の行う通信販売に係る電

子メール広告をする場合は、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得るよう、

本日付で業務の改善の指示を行いました。 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

経済産業省消費者相談室       電話０３－３５０１－４６５７ 

北海道経済産業局消費者相談室      ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室       ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室       ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室       ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室       ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室       ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室       ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室       ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室  ０９８－８６２－４３７３ 
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有限会社リーテックシステムズに対する指示の概要 

 

 

１．事業者の概要 

（１）事業者名   有限会社リーテックシステムズ 

（２）代表者名   取締役 清水 敏光（しみず としみつ） 

（３）所在地    東京都千代田区岩本町一丁目３番１号 

（４）資本金    金３００万円 

（５）設立年月日  平成１５年１１月６日 

（６）取引形態   通信販売 

（７）主な事業内容 インターネットを利用した各種の情報処理サービス業、情報提供

サービス業、ほか（同社サイト及び同社登記より抜粋） 

（８）取扱商品･役務 出会い系サイト「愛の力」等 

        （特定商取引法施行令別表第３第１１号「結婚又は交際を希望する者

への異性の紹介」に該当。以下「本件役務」という。） 

      

２．取引の概要 

  有限会社リーテックシステムズ（以下「同社」という。）は、千代田区岩本町に本店

を置き、いわゆる出会い系サイト、すなわち、「結婚又は交際を希望する者への異性

の紹介」の役務を提供するサイトである「愛の力」のサイトの運営を行っている。同

社は本件役務の提供の勧誘に当たり、当該サイトのＵＲＬを記載した電子メール広告

の送信を行っており、電子メール広告の送信を受けた相手方は、当該ＵＲＬをクリッ

クすることで、同社の運営する「愛の力」にリンクされる。同社は、当該サイトでの

サービスの提供を行うことにより、会員等から対価を得る取引を行っている。 

 

３．指示の内容 

  同社の行う通信販売に係る役務提供の広告を行うに当たり、特定商取引法第１１条

第５号に基づく特定商取引に関する法律施行規則第８条第２号に規定する事項を、イ

ンターネット上のホームページにおいて正確に記載するよう徹底すること。 

同社の行う通信販売に係る役務の電子メール広告について、特定商取引法第１２条

の３第１項各号に掲げる場合を除き、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メ

ール広告が行われることがないよう徹底すること。 

 

４．指示の原因となる事実 

（１）オプトイン規制違反（承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止） 

   適用法条：特定商取引法第１２条の３第１項 

   経済産業省では携帯電話端末機等を設置し、相手方の請求又は承諾を得ないまま

電子メール広告を送信する者からの電子メールを受信することで、特定商取引法上

の違反行為の確認を行っているところであるが、同社は、本件役務にかかる電子メ

ール広告を行うに際し、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得ずに、そ

の相手方となる者に対し電子メール広告の送信を行っていた。 

また、同法の違反となる送信を行ったのみならず、その送信が確認された以降も、

一方的かつ継続的に、同様に同法違反となる送信を行っていることが認められた。 
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（２）広告に表示すべき事項に関する表示義務違反 

   適用法条：特定商取引法第１１条第５号 

   同社は、出会い系サイト「愛の力」上に、同社の登記簿上に記載された代表者で

ある「取締役 清水敏光」を表示せず、その一部において「代表取締役 木村亮」

と表示していた。 

これらのことから、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受け

る者の利益が害されるおそれがあることが認められた。 


